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官庁営繕事業の事後評価説明資料

（木津地方合同庁舎）
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①事業概要
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近畿地方整備局

設計・積算
工事
検査

事後評価

財 務 省

国土交通省

新規事業採択時評価

意見書

長 期
営繕計画

実 態
調 査

位置・規模
・構造の基準

１．官庁営繕事業の概要と事業評価
①官庁営繕事業の概要

長期営繕計画の基礎となるデータの収集
５年に１度程度実態調査を実施

①官公庁施設の建設等に関する法律に
基づき、営繕計画書を国土交通省、
財務省へ提出
②長期営繕計画、実態調査、位置・規模・
構造の基準に基づき、技術的観点から
営繕計画書に関する意見書を関係省庁、
財務省へ送付

新規事業採択時評価を実施し、財務省へ

予算要求を行う

それぞれの用途に応じた性能を満足する
施設整備を行う

施設が常に適正な機能を維持できるように、
必要に応じて関係省庁に対して指導を行う

関係省庁

営繕計画書

位置、規模、
構造、工期、

工事費

近畿地方整備局調査

①

提出

送付

提出① 送付

②

予
算
要
求

データ提出

関係省庁

管 理
（運営・維持）

引き渡し

保全指導

効果の発現状況、改善措置の必要性を
確認する
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②官庁営繕事業の事業評価手法
◆事業評価手法の改定

■事業の緊急性
老朽・狭隘などの視点から緊急性を評価
≪国有財産の有効活用などの政策要因も重要≫

■事業計画の必要性
老朽・狭隘・政策要因などの視点から事業
を早期に行う必要性を「必要性の表」を活
用して評価

■計画の妥当性
位置・規模・構造の観点から妥当性を点数評価
≪事後評価で計画が妥当であったか評価するた
めには、効果と一体的に評価することが必要≫

■事業計画の合理性
代替案（改修・増築、民借）の有無を確認
し、想定される代替案と採択案の費用（Ｌ
ＣＣ）を比較

■事業の効果
「費用便益分析」と「その他の効果」に分けて評価

【事業の効果（費用便益分析）】
代替案の費用を便益としてＢ／Ｃを算出（代替法）
≪営繕事業にＢ／Ｃはなじまない、単なる費用比
較ではないか、など多数の指摘≫

【事業の効果（その他の効果）】
○貨幣換算できない効果を定性的に評価
≪良い点のみ抽出して述べられるため、その事業
の理念・特徴がわかりにくい≫

事業の採択

■事業計画の効果
Ｂ１とＢ２に分けて評価

【Ｂ１】（業務をおこなうための基本機能）
計画が妥当であることを効果（Ｂ１）の表に
より評価

【Ｂ２】（施策に基づく付加的機能）
施策ごとに定性的に評価

評点１００点以上

評点１００点以上

Ｂ／Ｃが１．０以上

●評価項目に政
策要因を追加

評点１００点以上

評点１００点以上

Ｂ１評点１００点以上、
Ｂ２が事業の特性に
合致

事業の採択

●Ｂ／Ｃでは
なく経済比較
●民借との比
較を追加

●Ｂ１評価
に活用

●Ｂ１とＢ２に分
けて評価し、評価
の視点を明確化

旧 新
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◆事業評価手法イメージ（新規事業採択時）
■事業計画の必要性
・老朽・狭隘・政策要因などの視点から、事業を早期に行う必要性を評価

計画実施時期
の見直し

100点未満評点100点以上（最大196点（建替等）、130点（新規施設））

代替案での
実施を検討

100点未満

B1が100点以上で、B2が事業の特性と合致している

事 業 の 採 択

評点100点以上（最大100点）

事業計画の見直し

B1が100点未満（最大195点）、
またはB2が事業の特性と
合致していない

■事業計画の効果

■事業計画の合理性
・事業と同等の性能を可能とする他の案（改修・増築、民借）の有無を確認
・採択案と他の案との費用比較（LCC）により、合理的であることを評価

民間ビル
への入居

Ｂ１（業務を行うための基本機能）を評価

予算要求段階の計画について、
入居官署が業務を行うために
必要な機能を満たすことを確認

予算要求段階の計画について、
営繕の施策が適切に反映
されていることを確認

法令・条例に適合
適正な面積
適切な室内空間

敷地の位置・規模が適切

Ｂ２（施策に基づく付加機能）を評価
緑化の推進
太陽光エネルギー利用

ユニバーサルデザイン

地域へ駐車場を開放

改修 増築建替
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◆事業評価手法イメージ（事後評価）
■事業計画の必要性

○効果の発現が十分でなく、
今後効果の発現が期待される
○改善措置の検討が必要

B1が100点以上で、B2が事業の特性と合致している

効果の発現が概ね十分で、改善措置の必要性がない

■事業計画の合理性

■事業計画の効果

入居官署が業務を行うために
必要な機能を満たすことを確認
（参考資料）
・建物概要
・写真
・顧客満足度調査
・工事単価比較

営繕の施策が適切に反映
されていることを確認
（参考資料）
・施策の反映状況
・写真
・顧客満足度調査
・工事単価比較

Ｂ１（業務を行うための基本機能）を評価

法令・条例に適合
適正な面積
適切な室内空間

敷地の位置・規模が適切

Ｂ２（施策に基づく付加機能）を評価

緑化の推進
太陽光エネルギー利用

ユニバーサルデザイン

地域へ駐車場を開放

B1が100点（最大195点）未満、
もしくはB2が事業の特性と
合致していない

再度の事後評価

社会経済情勢等に大きな変
化があり、再度評価が必要と
考えられる場合のみ行う
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③近畿地方整備局の役割と監視委員会での審議内容

●近畿地方整備局の役割
目的に基づき、それぞれの用途に応じた基本的性能を満足
する施設を整備すること

●委員会での審議内容

「国家機関の建築物及びその附帯施設
の位置、規模及び構造に関する基準」
を満たして整備されているか

事業計画の効果
に関する評価(B1,B2)

適正な価格で整備されているか コスト評価

【参考として、近畿地方整備局が独自に評価を実施】
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２．木津地方合同庁舎整備事業

①事業概要
◆案内図
◆事業実施前の状況
◆事業の目的
◆施設概要

②効果の発現状況
◆業務を行うための基本性能（Ｂ１）
◆施策に基づく付加機能（Ｂ２）
◆参考
コスト評価、顧客満足度調査

③まとめ

④対応方針（原案）
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①事業概要
◆案内図

法務局

職業安定所

区検察庁

木津地方合同庁舎

木津地方合同庁舎

当該敷地

敷地周辺整備概要
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◆事業実施前の状況

＜職業安定所＞
敷地面積 ６３１㎡
建築年次 昭和４８年
延床面積 ２０８㎡（ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造）
面積率 ０．４７

＜法務局＞
敷地面積 １，００６㎡
建築年次 昭和４６年
延床面積 ４３３㎡
面積率 ０．６３
（敷地は木津町より借用）

＜区検察庁＞
敷地面積 １，０９０㎡
建築年次 昭和３２年
延床面積 ２６４㎡
面積率 １．１５
（京都府より購入建物）

○老朽

○狭隘

○施設の不備（駐車場の不足、耐震性能、ＯＡ化、バリアフリーの不備）
法務局 駐車可能台数：８台＜外来自動車数：４７台（繁忙期1時間あたり最大数）
職業安定所 駐車可能台数：６台＜外来自動車数：４０台（繁忙期1時間あたり最大数）

○借用敷地の返還要求

※面積率＝当時の現有面積／必要面積
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自転車置場

来庁者利用ゾーン

来庁者動線

職員動線

JR線路敷

駐車場

施設構成

◆事業の目的
○老朽解消

○狭隘解消

○施設の不備解消

○借用敷地の解消

○合同化による
利便性の向上、
建築経費の節減

◆施設概要
敷地面積： 約２，６０５㎡
延べ面積： 約１，７４６㎡

構造：鉄筋コンクリート造３階建て
設計： 平成１６年８月～平成１７年１月
工事： 平成１７年１月～平成１８年１月
総事業費： 約４億８千万円
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◆事業実施後の状況

駐車場

事務室

エントランスホール庁舎外観（南側）

階段室会議室
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◆業務を行うための基本性能（Ｂ１）

◆施策に基づく付加機能（Ｂ２）

◆参考

コスト評価、顧客満足度

②効果の発現状況
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機能性等

単独庁舎・
合同庁舎と
しての整備
条件

敷地の規模

建築物の規模

敷地形状

都市計画・土地利用計画
等との整合性

アクセスの確保

災害防止・環境保全

用地取得の見込み

評価項目

合同庁舎計画としての整
備が必要

合同庁舎計画との
調整が必要

単独庁舎としての整備が
適当

単独庁舎
の場合

構
造

合同庁舎としての整備条
件が整っていない

合同庁舎としての整備条
件が整っている

合同庁舎
の場合

規模未定規模と業務内容
等との関連が不
明確

業務内容等に応じ適切
な規模が設定されてい
る

業務内容等に応じ、適
切な規模が設定され、
敷地の高度利用につい
て配慮している規

模
駐車場の確保に支障
がある

建築物の規模に応じ適
切な規模となっている

駐車場、緑地等に必
要な面積が確保され
ている

都市計画等と整合しな
い

条件整備により都市計
画等との整合が可能

都市計画等と整合都市計画・土地利用計
画等に積極的に貢献

安全・円滑に出入
りできる構造の道
路等に接していな
い

敷地が有効に利用
できる形状ではな
い

敷地が有効に利用できる
形状であり、安全・円滑に
出入りできる構造の道路
等に接している

自然条件に災害防止、環
境保全上著しい支障があ
る

自然条件に災害防
止、環境保全上や
や支障がある

自然条件の不備を技
術的に解消できる

自然条件が災害防
止・環境保全上良好

整備の見込なし整備の見込あり周辺に道路・鉄道等が
整備済み

標準的な構造として計画
されている。又は特殊な
施設で必要な機能等が満
足される計画である

国有地の所管替予定、建
設までに用地取得の計画
あり、又は民有地を長期
間借用可能なもの

１ ０．９

適切な構造、機能
として計画されてい
ない

０．８

標準的な構造が確保でき
ないおそれがある。又は、
特殊な施設で必要な機能
等が満足されないおそれ
がある

適切な構造、機能
として計画されてい
る

敷地未定建設までの用地
取得計画

取得済み、現地建替

位
置

０．５０．７１．１

評価分
類

②効果の発現状況
◆業務を行うための基本性能（Ｂ１）

各項目毎の評価を全て掛け合わせ、１００倍した数値を事業の効果の評点とする

→入居官署の業務を行うために必要な機能を満たす（１００点以上）を確認
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評価結果（Ｂ１）

合同庁舎の場合

機能性等

単独庁舎、合
同庁舎としての
整備条件

敷地の規模

建築物の規模

敷地形状

都市計画・土地利用計画等との整
合性

アクセスの確保

災害防止・環境保全

用地取得の見込

評価項目

単独庁舎の場合

標準的な構造として計
画されている

合同庁舎としての整備
条件が整っている

建築物の規模に応じ適
切な規模となっている

業務内容に応じ適切な
規模が設定されている

有効に利用できる形状
であり、安全円滑に出
入りできる構造の道路
等に接している

都市計画・土地利用計
画等に積極的に貢献

周辺に道路、鉄道等が
整備済み

自然条件が災害防止・
環境保全上良好

取得済み

１．０

１．０

１．０

１．０

１．０

１．１

１．１

１．１

１．１

評価

構
造

規
模

位
置

分
類

各項目毎の評価を全て
掛け合わせ１００倍した数値

＝１４６

１００点以上

業務を行うため
の基本性能を
満足している
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特に充実した取り組みがなされているＡ

充実した取り組みがなされているＢ

総合耐震計画基準に加え、充実した取組を実施しているＡ

総合耐震計画基準に加え、防災性に配慮した取組があるＢ

「望ましい」規定に基づき整備されているＡ‘

高度なバリアフリー化が行われているＡ

法令規定に基づき整備されているＣ

一般的な環境負荷の低減化が図られているＣ

十分に環境負荷の低減化が図られているＢ

充実した取り組みがなされているＢ

一般的な取り組みがなされているＣ

特に充実した取り組みがなされているＡ

充実した取り組みがなされているＢ

耐用・保全性

防災性

ユニバーサル
デザイン
（建築物内）

環境保全性

景観性

地域性

評価項目

Ｃ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ｃ

評価

一般的な取り組みがなされている

総合耐震計画基準に基づいた取組が行われている

下記の他、一部「望ましい」規定も付加されている

特に充実した取り組みがなされている

特に充実した取り組みがなされている

一般的な取り組みがなされている

取組状況

機能性

分類

社会性

環境保全性

経済性

◆施策に基づく付加機能（Ｂ２）
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◆施策に基づく付加機能（Ｂ２）

ユニバーサル
デザイン（建
築物内）

機能性

評価項目分類

地域性

社会性

景観性

環境保全性環境保全性

耐用・保全性経済性

防災性

（ ：今回事業における該当評価）

Ｃ上記以外

Ｂ１つ該当

Ａ２つ以上
＜施策例＞

・ 自治体・商店街等との連携
（合築、施設・駐車場の共用、シビックコアなど）
・地域住民との連携（ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、懇談会など）
・既存建造物（歴史的建築物）の有効利用
・地域性のある材料
・オープンスペースの設置

評価地域性

覚書 （平成１７年１月２４日）
木津地方合同庁舎（仮称）新営に伴い、締結したもの

協定者 京都地方法務局（管理官署）（甲）
京都府相楽郡木津町 （乙）
国土交通省近畿地方整備局（丙）

内 容 ・甲は来庁者の駐車場が確保しきれない場合は
乙が整備予定の町営駐車場を利用する
・甲及び丙は新営敷地内において最大限、来庁者の
駐車場を確保する
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◆施策に基づく付加機能（Ｂ２）

ユニバーサルデ
ザイン（建築物
内）

機能性

評価項目分類

地域性

社会性

景観性

環境保全性環境保全性

耐用・保全性経済性

防災性

（ ：今回事業における該当評価）

Ｃ上記以外

Ｂ１つ該当

Ａ２つ以上<施策例＞
・歴史・文化及び風土への配慮
・歴史的まちなみの保存・再生
・周辺の自然環境への配慮

・ 周辺の都市環境への配慮

評価景観性

周辺環境との調和への配慮

・街並みとの繋がりを意識したデザイン（建物庇、自転車置場）
・歩道整備と一体化した外構
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◆施策に基づく付加機能（Ｂ２）

ユニバーサル
デザイン（建
築物内）

機能性

評価項目分類

地域性

社会性

景観性

環境保全性環境保全性

耐用・保全性経済性

防災性

（ ：今回事業における該当評価）

Ｃ上記以外

Ｂ２つ以上

Ａ４つ以上
＜施策例＞
・省エネ機器の導入（氷蓄熱、ｱﾓﾙﾌｧｽ変圧器）
・屋上緑化
・自然エネルギー（太陽光発電、風力発電）

・ グリーン購入法の全面的な対応
・雨水利用設備
・外断熱

評価環境保全性

・照明制御
昼光制御、初期照度補正制御（ランプ初期の余剰照度を抑える）
人感センサーによる照明器具のON、OFF

・高効率熱源吸収冷温水機

・変風量制御
各室の空調 の最適化、省エネルギーを図る

グリーン購入法の全面的な対応 のほか

以下の省エネ対策を実施
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◆施策に基づく付加機能（Ｂ２）

ユニバーサ
ルデザイン
（建築物内）機能性

評価項目分類

地域性

社会性

景観性

環境保全性環境保全性

耐用・保全性経済性

防災性

Ａ’望ましい規定
どおり

Ｃ法令規定どおり

Ｂ法令規定以上

Ａ
望ましい規定
以上＜基準＞

・「建築物移動円滑化誘導基準」
(望ましい規定)

・「建築物移動円滑化基準」
（法令規定）

評価ユニバーサルデザイン

（ ：今回事業における該当評価）

バリアフリーへの配慮

・各階に車いす使用者
用便房を設置

・水栓器具（オストメイト
対応）は１階に設置
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◆施策に基づく付加機能（Ｂ２）

ユニバーサル
デザイン（建
築物内）

機能性

評価項目分類

地域性

社会性

景観性

環境保全性環境保全性

耐用・保全性経済性

防災性

（ ：今回事業における該当評価）

Ｃ上記以外

Ｂ１つ以上

Ａ２つ以上<施策例＞
・免震構造の採用

・ 電気室をＧＬより高め又は３階以上に設
置
・止水板の設置

評価防災性

防災への配慮

・変電設備を３階に設置
浸水による停電の可能性を低減

変電設備
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◆施策に基づく付加機能（Ｂ２）

ユニバーサ
ルデザイン
（建築物内）

機能性

評価項目分類

地域性

社会性

景観性

環境保全性環境保全性

耐用・保全性経済性

防災性

Ｃ上記以外

Ｂ１つ以上

Ａ２つ以上＜施策例＞
・高い階高
・余裕のある設備室
・清掃を容易にする工夫（光触媒など）

評価耐用・保全性

（ ：今回事業における該当評価）

・配置の工夫
電気室、機械室を室外機置場に隣接させ、機器の
更新等の作業スペースを確保

耐用・保全性への配慮

・事務室の無柱化
・ＯＡフロア

室外機
置場
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評価結果（Ｂ２）

耐用・保全性

防災性

ユニバーサル
デザイン（建
築物内）

環境保全性

景観性

地域性

評価項目

Ｃ

Ｂ

Ｂ

Ｃ

Ｂ

Ｂ

評価

３階に電気室設置

各階に車いす使用
者用便房を設置

周辺の都市環境へ
の配慮

自治体と駐車場の
共用

機能性

分類

社会性

環境保
全性

経済性

地域性、景観性、
ユニバーサルデザ
イン、防災性につ
いて一般的な取り
組み以上の配慮が
なされている

Ａ：特に充実した取り組み
Ｂ：充実した取り組み
Ｃ：一般的な取り組み
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[コスト評価]

備考工事費（百万円）項目

４２２１．事務スペース

４８３合計

工作物
外構
植栽

５５

３．外構整備

仮監同行室
映像音響設備
情報表示設備

６

２．特殊な構造

（事務室スペース）
１㎡当たりの工事費 延べ面積 事務スペースに係る工事費

木津地方合同庁舎 約２４万円 １,７４６㎡ ４２２百万円

■工事費の内訳

◆参考
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[コスト評価]

（凡例）
□低層
▲中層
■高層

木津地方合同庁舎
総工事費単価（特殊仕様を除く）

地域 近畿
用途 事務所
構造 ＲＣ造
着工年 ２００４年

出典：ジャパン・ビルディング・コスト・インフォメーション
財団法人 建設物価調査会

■延床面積と総工事費単価

延床面積 ㎡

総
工
事
費
単
価
（
千
円
／
延
床
㎡
）

※

※約７割の実績データを含む範囲

100 200 300 400 500 1000 4000 7000 10000
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[顧客満足度]
■調査概要

＜職員＞ 各官署担当者より配布・回収（平成２０年９月２日配布・９月１９日返送）
職員数２３名、回収数２３部、回収率１００％

＜一般利用者＞ １Ｆ玄関ホールにて来庁者に整備局職員が配布、
返信用封筒を利用しての返送を依頼（平成２０年９月２日、３日実施）

配布数３４７部、回収数９５部、回収率２７．４％

＜職員＞

その他執務
スペース総合
３．９６

執務室総合
３．７８

自席周り総合
３．７４

総合満足度
４．１３

地域への影響
３．６８

安心安全総合
３．７７

快適性総合
４．００

４．０５
執務室以外総合

＜一般利用者＞

総合満足度
３．６３

利用目的に対する
利用しやすさ
４．０４

利用しやすさ総合
３．９４

４．１６
快適性総合

安心安全総合
３．８４

地域への影響
３．７３

■総合満足度

※全施設平均
職員：H16～H18に各地方整
備局で同調査を行った5６施設
の平均を示す

※全施設平均
一般利用者：H16～H18に各地
方整備局で同調査を行った46
施設の平均を示す
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不満 やや不満 どちらともいえない やや満足 満足

■基本性能（Ｂ１）について

■付加機能（Ｂ２）について

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用者 歩車分離

職員 歩車分離

利用者 お年寄り等利用安全

職員 お年寄り等利用安全

利用者 施設へのアクセス

利用者 旧施設との比較

職員 交通の便

利用者 駐車場

職員 駐車場

職員 自席周りの広さ

職員 業務効率の向上

利用者 トイレ

職員 トイレ

不満← →満足

位置

規模

構造

バリアフリー

[顧客満足度]
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③まとめ

◆「業務を行うための基本的な機能の評価（Ｂ１）」

○入居官署の業務を行うために必要な改善が
行われている

・老朽解消：建て替えにより老朽化が解消された

・狭隘解消：業務面積（事務室等＋会議室）

７０８㎡→１，０３２㎡により、必要面積が確保された

・施設不備の解消：外来駐車場 ２５台→４０台の整備

・借用敷地の解消

◆「施策に基づく付加的機能の評価（Ｂ２）」
○地域性・景観性・ユニバーサルデザイン・防災性に
ついて一般的な取り組み以上の配慮がなされている
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◆参考

「コスト評価」

○庁舎と民間の事務所ビルとの延床面積１㎡当たりの工
事費を比較し、経済的にも適正であったと判断できる

「顧客満足度」

○調査より、利便性の向上、執務環境の向上について高
い評価を得ている
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◆今後の事業評価及び改善措置の必要性

④対応方針（原案）

事業の効果の発現は概ね十分で、再度の事後評価
の必要性及び改善措置の必要性はないと考えます
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（補足） 業務を行うための基本性能（Ｂ１）

単独庁舎
の場合単独庁舎、合同庁

舎としての整備条
件構

造

機能性等

合同庁舎
の場合

敷地の規模

建築物の規模
規
模

敷地形状

都市計画・土地利用計画等との
整合性

アクセスの確保

災害防止・環境保全

用地取得の見込

位
置

評価項目
分
類

０．７建設までの用地取得計画が不明確

０．５敷地未定

１．０建設までに用地取得の計画あり

１．１取得済みまたは現地建替

評価用地取得の見込

１．０自然条件の不備を技術的に解消できる

０．５自然条件に災害防止・環境保全上著しい支障がある

０．８自然条件に災害防止・環境保全上やや支障がある

１．１自然条件が災害防止・環境保全上良好

評価災害防止・環境保全

（ ：今回事業における該当評価）

（補足）
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０．９条件整備により都市計画等との整合が可能

０．５整合しない

１．０都市計画と整合する

１．１都市計画・土地利用計画等に積極的に貢献

評価都市計画・土地利用計画等との整合性

単独庁舎
の場合

単独庁舎、合同庁舎
としての整備条件構

造

機能性等

合同庁舎
の場合

敷地の規模

建築物の規模
規
模

敷地形状

都市計画・土地利用

計画等との整合性

アクセスの確保

災害防止・環境保全

用地取得の見込

位
置

評価項目
分
類

０．８敷地が有効に利用できる形状ではない

０．７安全円滑に出入りできる構造の道路等に接していない

１．０有効に利用できる形状であり、安全円滑に出入りできる構造の
道路等に接している

評価敷地形状

（ ：今回事業における該当評価）

０．５整備の見込なし

１．０整備の見込あり

１．１周辺に道路、鉄道等が整備済み

評価アクセスの確保

（補足） 業務を行うための基本性能（Ｂ１）

（補足）
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単独庁舎
の場合

単独庁舎、合同庁
舎としての整備条件

構
造

機能性等

合同庁舎
の場合

敷地の規模

建築物の規模
規
模

敷地形状

都市計画・土地利用計画等との
整合性

アクセスの確保

災害防止・環境保全

用地取得の見込

位
置

評価項目
分
類

０．８規模と業務内容等との関連が不明確

０．５規模未定

１．０業務内容等に応じ、適切な規模が設定されている

１．１業務内容等に応じ、適切な規模が設定され、敷地の高度利用
について配慮している

評価建築物の規模

１．０建築物の規模に応じ適切な規模となっている

０．９駐車場の確保に支障がある

１．１駐車場、緑地等に必要な面積が確保されている

評価敷地の規模

（ ：今回事業における該当評価）

（補足） 業務を行うための基本性能（Ｂ１）

（補足）
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単独庁舎の
場合単独庁舎、合同

庁舎としての整
備条件構

造

機能性等

合同庁舎
の場合

敷地の規模

建築物の規模
規
模

敷地形状

都市計画・土地利用計画等との
整合性

アクセスの確保

災害防止・環境保全

用地取得の見込

位
置

評価項目
分
類

（合同庁舎の場合）

１．０合同庁舎としての整備条件が整っている

０．５合同庁舎としての整備条件が整っていない

評価単独庁舎、合同庁舎としての整備条件

１．０標準的な構造として計画されている
特殊な施設で必要な機能等が満足されている

０．５標準的な構造が確保されていない
特殊な施設で必要な機能等が満足されていない

０．８適切な構造、機能として計画されていない

１．１適切な構造、機能として計画されている

評価機能性等

（ ：今回事業における該当評価）

（補足） 業務を行うための基本性能（Ｂ１）

（補足）
4



（補足） 事業計画の合理性

評価対象期間 ５０年
社会的割引率 ４％

②－① ＞ ０より

代替案に比較し事業案が合
理的と判断される

（補足）
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